第七回障がい者制度改革推進会議　意見提出フォーマット

情報へのアクセス

○情報へのアクセスの基本的な考え方

　　障害者の権利条約第２１条は、「締約国は、障害者が、第二条に定めるあらゆる形態の意思疎通であって自ら選択するものにより、表現及び意見の自由（他の者との平等を基礎として情報及び考えを求め、受け、及び伝える自由を含む。）についての権利を行使することができることを確保するためのすべての適当な措置をとる」ことを明記している。

同条約が明記している表現の自由、知る権利、平等に情報サービスを受ける権利について、障害者基本法等に明文化することについて、ご意見を賜りたい。
　当然、「表現の自由、知る権利、平等に情報サービスを受ける権利」について明文化すべきである。

　特に、日本においては表現の自由に関連している、「知る権利」とそのための情報公開や情報保障の仕組みは十分に整備されてこなかった。また、日本語という音声言語以外の多様な言語や、そのコミュニケーションの形態や方法も広く認められてこなかった。

　そうした中で、何らかの障害のために、通常の活字や音声言語でのコミュニケーションで対応できなければ「二級市民」であるかのような取り扱いがなされてきた。例えば、未だに障害者向け職員採用枠試験においても、過半数の都道府県で「活字印刷物に対応できる者＝点字は不可」との欠格条項がまかり通っている。また、同様に、面接の際に手話通訳を選択できる都道府県は半数以下である。

　その意味で、「表現の自由、知る権利、平等に情報サービスを受ける権利」は、単に、それらの権利の行使が認められるようにするというだけでなく、そうした多様なコミュニケーションの形態や方法を使う障害者の存在が、権利主体として社会に認められていくプロセスとしても重要である。

こうした点をふまえて、視覚・聴覚・盲ろう者はもとより、知的障害者や言語障害等、多様な形態・方法のコミュニケーションが認められ、また、権利として情報サービスが利用できるよう、法律での明記が必要である。

○情報アクセスとサービスに関する法制化について
１．いわゆる「バリアフリー新法」（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律）における基準の設定や基本計画の策定と同様に、情報アクセス分野のバリアフリー化を総合的に推進する法制化が必要であるかどうかについて、ご意見を賜りたい。

　情報のバリアフリー化とコミュニケーション保障に関する法律が必要である。

　まがりなりにも、この間、公共交通機関や建物においてはバリアフリー法や自治体での福祉のまちづくり条例が制定されてきた。（もちろん、それらの法制度においても、別項で見る通り大きな課題はあるが）

　それに比べて、情報のバリアフリーや、一人ひとりのコミュニケーション保障については、交通・建物のバリアフリーに比べて、法制度的に未整備の状況にある。こうした状況を解消していく意味でも、ぜひとも必要である。

　その際、情報通信機器や放送等のアクセシビリティを義務づけていくことともに、そうしたＩＴや情報技術だけに限ることなく、手話や要約筆記、触手話・指点字、知的障害者のファシリテート等の支援等も、教育・労働・生活等、様々な場面で、個人のニーズに応じて確保できるような法制度とすることが必要である。

２．情報アクセス（例えばテレビ放送における手話や字幕、電話リレーサービスなど）の最低基準及び指針の必要性についてどのように考えるか、ご意見を賜りたい。

　日本では、技術指針としては比較的高い水準のものがつくられてきているが、それらを義務づける法整備が進んでおらず、そのために、技術的には対応可能であるにも関わらず、進展があまり見られない状況になっている。

　アメリカでは、1990年代にADAで聴覚障害者向けの電話TDDに対するリレーサービスが、24時間・追加の料金無しに利用できるように義務づけたことや、通称・字幕デコーダー法によって新たに製造・販売されるテレビやＶＴＲに字幕デコーダーの機能を内蔵することを義務づけたことなどが広く知られている。そうした法律の結果、当時、日本製のVTRでは英語の字幕放送（クローズドキャプション）が表示される機能が内蔵されアメリカで売られた（英語字幕の表示になるので日本国内では英会話字幕端子として表示）が、日本では法整備がなされていなかったため日本の聴覚障害者向けに（日本語）字幕表示チップ内蔵のビデオテープレコーダーが製造されることはなかった。

　アメリカと比べて約20年遅れになるが、日本でも最低基準・指針を策定するとともに、事業者や製造メーカーに字幕等の義務付けを課す法律が不可欠である。

３．情報アクセスのバリアフリー化に向けた最低基準及び指針の策定においては、どのような事項に留意することが必要か、とくに当事者の参画はどのようにあるべきか、ご意見を賜りたい。

１．で述べた通り、情報面でのバリアフリーは長年にわたって課題として指摘されながら、法整備は非常に遅れてきている面がある。そうした点から、関係する障害当事者の参画のもと、現在の問題や課題等を洗い出した上で、それに対する解決方法や求められる基準や指針に盛り込むべき内容を検討すべきである。
　また、その際、特に、情報・コミュニケーションは障害ごとの違いに加えて、きわめて一人ひとり個別性が強い分野でもあるので、丁寧な検討が必要である。

○情報アクセスとサービスの実施にあたって

　情報アクセスのバリアフリー化に向けた最低基準及び指針の実施において、その実施状況に対する監視を行い、必要に応じて改善を図ることができる仕組みについて、ご意見を賜りたい。

　上記の基準づくりとも関係するが、障害当事者参画の基に、その実施状況の調査・監視を行うとともに、必ず、利用者を交えた評価の仕組みをつくり、その評価に基づいて改善できるような仕組みをつくることが必須である。

○著作権について

　情報アクセスと著作権についてどのように考えるか、ご意見を賜りたい。
　基本原則として、点字や音声情報、テキストデータ等、その人に応じた形態・方法での情報提供がもっと容易になされるようにする必要がある。著作権保護はもちろん重要ではあるが、そのために障害がある者が情報にアクセスが制限されてしまうのは大きな問題である。障害者の情報アクセス保障の観点から、著作権との関係や、著者等からの提供許諾の方法などを検討すべきである。

　例えば、この間の法律改正によって、活字出版物の点字化は著者の了解を得なくてもできるようになったが、テープなど音声情報にするのは、公共図書館では認められているが、民間団体の場合は著者の許諾が必要になる。民間団体での音訳もできるような見直し等が課題となっている。

　また、一部の出版社・出版物では視覚障害者や上肢障害（紙のページをめくるのが難しい）等に対して、購入した読者に対してテキストデータでの提供を行っているが、きわめて例外的である。視覚障害者の中にも点字を主に使う人と音声読み上げなどを使う人と多様である。テキストデータは音声読み上げに適しており、その提供をしやすいものにしたい。

○その他

　

情報バリアフリーの検討を進めていくために、具体的な実態をふまえ、当事者の参画の上での情報アクセスの基準や指針づくりが必要である。

例えば、具体的な現状の例示として、視覚障害者にとっての情報バリアーの現状・課題には次のようなものがある。

・図書館のバリアフリー：誰でも使えるための条件整備が必要

・国会図書館の電子図書アーカイブ：アクセス不十分

・ホームページ：閲覧のためのアクセシビリティの向上が必要（PDFや画像ファイルなど、音声リーダーで対応できないものがある）

・携帯電話のタッチパネル化：視覚障害者にとってはアクセス不可

・TV　地上デジタル：番組以外の諸情報（天気など）へのアクセス困難（リモコン操作含む）

・金融機関で自署が求められる現状の代替案が必要

・ATMのアクセス困難：郵便局のATMでは音声でボタン操作が可能だが、他の金融機関では使用できる機械が限られている

選挙公報は自治体の裁量で全文点訳しているところもあるが、「お知らせ」という形式になっている。自治体間格差が激しい

また、聴覚言語障害者にとっての情報バリアーの現状・課題には次のようなものがある。

・連絡先として電話番号しか書いていない広報や案内（FAX、電子メール必要）

・音声ガイドに従ってのみ操作する電話通信（宅急便の再配達の連絡　FAXか音声ガイドしかない－メールサービスがやっと最近はじまったが双方向ではないので、音声電話のような、その場でやりとりして確認できるという安心感がない）

・放送の字幕（テレビ番組、映画、ドラマ、ほか）著作権問題が字幕をつけるときのネックになる

・政見放送の手話、字幕　あくまで各政党の判断でやれるという範囲であり、義務づけではないし制度基盤もない

・議会傍聴の手話通訳、文字通訳

